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第１章 計画の策定にあたって 

 
 

○ 「千葉県地域福祉支援計画」は、社会福祉法第１０８条により、市町村地域

福祉計画の達成に資するために、各市町村を通ずる広域的な見地から、市町村

の地域福祉の支援に関する事項を一体的に定める計画です。 

○ 併せて、千葉県における地域福祉推進の基本方針であり、各分野において共

通して取り組むべき事項を示すこととし、各分野の具体的施策については、個

別の計画（高齢者保健福祉計画、障害者計画、子ども・子育て支援事業支援計

画等）において推進されることを基本とします。 

○ また、この計画の推進に当たっては、福祉、医療、健康づくりの各計画だけ

でなく、広く地域社会づくりに資する、県民活動や住まい、教育、子ども・若

者支援等の他分野とも連携します。 

○ 計画期間は、２０１５年度（平成２７年度）から２０２０年度（平成３２年

度）までの６年間とします。 
 なお、計画の中間点である２０１８年度に、計画の進捗状況を中間的に取り

まとめるとともに、法改正や社会状況変化を踏まえ、見直しを行いました。 

千葉県地域福祉支援計画と関係する諸計画（相関図）

千葉県の基本計画
○千葉県総合計画
○千葉県行政改革計画・財政健全化計画

健康福祉部内 健康づくり・医療との
連携

健康ちば２１

保健医療計画

整合

連携

他部局の計画
○千葉県住生活基本計画 ○千葉県DV防止・被害者支援基本計画
○千葉県県民活動推進計画 ○千葉県青少年総合プラン 等

連携

国の制度、方針
○関係法令
○指針、制度

社会福祉協議会
等の計画

○地域福祉活動
計画

地域福祉支援計画

高齢者保健福
祉計画

障害者計画
子ども・子育て
支援事業支援

計画
（次世代育成支
援行動計画）

その他個別計画 ○福祉人材確保・定着推進方針
○福祉のまちづくり条例 ○子どもの貧困対策推進計画
○ホームレス自立支援計画 ○千葉県自殺対策推進計画 等

地域住民・
関係団体等

協働

市町村等の計画
○地域福祉計画
○その他個別計画

協働

協
働

連
携

連
携

連携

整合

 

Ⅰ．計画の位置付け・計画期間 
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○ 少子高齢・人口減少社会という大きな課題は、経済・社会の存続の危機に直

結しています。この危機を乗り越えるため、地域の力を強化し、生活の基盤と

しての地域社会の持続可能性を高めていくことが必要です。 
 
○ こうした考えのもと、地域経済・社会全体の中で、支え手側と受け手側に分

かれるのではなく、相互に支える、支えられるという関係を構築することによ

って、誰もが役割を持ち、活躍できる「地域共生社会」の実現が求められてい

ます。 
 
○ 社会福祉法においては、地域共生社会の実現に向けて、地域福祉の推進の理

念を明確化するとともに、国及び地方公共団体が、地域福祉の推進のために必

要な措置を講ずることを求め、計画の策定を努力義務とする改正が行われまし

た。 
 
○ そこで、この計画では、地域共生社会の実現を目指し、住民、団体、企業、

行政など地域の様々な主体がお互いに協力して支え合い、地域社会の課題解決

に取り組む「地域福祉」を推進していきます。 
 

Ⅱ．計画の中間見直しの趣旨 
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○ ２０００年度に施行された「社会福祉法」では、「福祉サービスは、個人の尊

厳の保持を旨とし、地域で自立した生活ができるよう支援するもの」との基本

的な理念が示されました。 
 
○ その後、２００６年度には、医療、介護、障害者福祉等でも大きな制度改正

があり、地域の医療・福祉整備における県、市町村の役割も飛躍的に大きくな

りました。また、２００８年３月には、「これからの地域福祉のあり方に関する

研究会」が報告書をまとめており、地域住民のつながりを再構築し、支え合う

体制を実現するための方策が検討されました。 
 
○ こうした中、２０１２年度には、社会保障制度改革推進法が制定され、以後、

少子化対策、医療・介護制度等の社会保障の機能の充実と給付の重点化及び制

度の運営の効率化とを同時に行い、負担の増大を抑制しつつ、持続可能な制度

を実現するための改革が行われました。 
   
  ○ ２０１４年、医療介護総合確保推進法が制定され、効率的かつ質の高い医

療提供体制を構築するとともに、地域包括ケアシステム1を構築することを通

じ、地域における医療および介護の総合的な確保を推進するため、医療法，

介護保険法等の関係法律について所要の整備等が行われました。消費税増収

分を活用した新たな基金（地域医療介護総合確保基金2）が都道府県に設置さ

れ、在宅医療・介護連携の推進などの地域支援事業の充実とあわせ、予防給

付（訪問介護・通所介護等）を地域支援事業に移行し、多様化が図られまし

た。 
 
  ○ ２０１６年の社会福祉法の改正では、社会福祉法人による「地域における公

益的な取組」の実施が法人の責務として位置づけられ、法人の持つ福祉サービ

スにおける専門性やノウハウ、地域の関係者とのネットワーク等を活かしなが

ら、地域づくりと連携し、積極的に貢献していくことが期待されています。 
 

                                                   
1 地域包括ケアシステム：高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよ

う、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される仕組みです。 
2 地域医療介護総合確保基金：「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律

（平成元年法律第 64 号）第 6 条に基づき都道府県に設置される基金です。対象事業として、１

地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業、２居宅等における医

療の提供に関する事業、３介護施設等の整備に関する事業、４医療従事者の確保に関する事業、

５介護従事者の確保に関する事業に活用されます。 

Ⅲ．近年の地域福祉関連施策の動向 
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○ 同じく、２０１６年には、あらゆる場で誰もが活躍できる、全員参加型の社

会を目指すため、「ニッポン一億総活躍プラン」が閣議決定されました。同プラ

ンでは、少子高齢化の進行が、労働供給の減少のみならず、将来の経済規模の

縮小や生活水準の低下を招き、経済の持続可能性を危うくするという認識が、

将来に対する不安・悲観へとつながっているとし、少子高齢化という構造的な

課題に取り組み、女性も男性も、お年寄りも若者も、一度失敗を経験した人も、

障害や難病のある人も、家庭で、職場で、地域で、あらゆる場で、誰もが包摂

され活躍できる社会「一億総活躍社会」の実現を目指すとしています。 
 
○ また、プランにおいては、「子供・高齢者・障害者など全ての人々が地域、暮

らし、生きがいを共に創り、高め合うことができる『地域共生社会』を実現す

る。このため、支え手側と受け手側に分かれるのではなく、地域のあらゆる住

民が役割を持ち、支え合いながら、自分らしく活躍できる地域コミュニティを

育成し、福祉などの地域の公的サービスと協働して助け合いながら暮らすこと

のできる仕組みを構築する」としています。 
 
○ これを受けて、国は、地域共生社会の実現に向けた取組を推進するため、地

域包括ケアシステム＊の強化のための介護保険法等の一部を改正する法律（平

成２９年法律第５２号）により、社会福祉法の一部を改正し、２０１８年４月

に施行されたところです。 
主な改正内容としては、（１）地域共生社会の実現に向けた地域福祉の推進の

理念の明確化、（２）市町村は地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供

される体制を整備するよう努めるものとすること、（３）市町村及び都道府県は

それぞれ市町村地域福祉計画3及び都道府県地域福祉支援計画を策定するよう

努めるとともに、計画の記載事項として福祉に関し共通して取り組むべき事項

を追加すること等です。 
 
○そのほか、社会福祉法改正の理念の実現に向けて、個別課題に対応するため、

以下のような法律改正が行われました。 
・２０１５年４月、生活困窮者自立支援法施行。社会経済の構造的な変化に対

応し、生活保護受給者以外の生活困窮者への支援を抜本的に強化する、第二

のセーフティネットと言われる制度。２０１８年１０月、改正により就労準

備支援事業、家計改善支援事業を実施する努力義務を創設するなど、生活困

                                                   
3 市町村地域福祉計画：社会福祉法第 107 条に規定された市町村が策定する計画であり、①地域

における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して取り組むべき

事項、②地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項、③地域における社会福祉

を目的とする事業の健全な発達に関する事項、④地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に

関する事項、⑤地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備に関する事項

を一体的に定める計画です。 
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窮者に対する包括的な支援体制を強化しました。 

・２０１６年５月、成年後見制度4の利用の促進に関する法律施行。成年後見制

度が、認知症や知的障害その他精神上の障害があることにより財産の管理、

その他日常生活に支障のある者を支える重要な手段であるにもかかわらず、

十分に利用されていないことに鑑み、基本方針等を定め、制度の利用促進を

推進するものです。 

・２０１６年１２月、再犯の防止等の推進に関する法律施行。国民が犯罪によ

る被害を受けることを防止し、安全で安心して暮らせる地域社会の実現に寄

与するため、再犯の防止等に関する施策に関し、基本理念を定め、国及び地

方公共団体の責務を明らかにするとともに、再犯の防止等に関する施策の基

本となる事項を定めることにより、再犯の防止等に関する施策を総合的かつ

計画的に推進するものです。 

・２０１７年１０月、改正後の住宅セーフティネット法の施行。高齢者、子育

て世帯、低所得者、障害者、被災者など住宅の確保に特に配慮を要する者の

入居を拒まない、耐震性能、一定の居住面積などの基準に適合した住宅を県

に登録する制度の創設などにより住生活の安定化を推進するものです。 

 
○ 法改正の趣旨を踏まえ、国は、２０１７年３月に、地域共生社会の実現に向

けて、分野を横断した事業の一体的実施や創意工夫のある取組を後押しするた

め、介護保険制度の地域支援事業、障害者総合支援制度の地域生活支援事業、

健康増進事業など、既存の地域づくりに資する事業について、権利擁護や虐待

関係事業を含め、連携して一体的に事業を実施することが可能であるとして、

事業の実施方法や費用の計上についてなど具体的に周知しました。 
 
○ さらに、２０１８年１０月には、生活困窮者等の一層の自立の促進を図るた

め、多様で複合的な課題を有する生活困窮者を早期に発見するとともに、生活

困窮者の状況に応じた包括的な支援を適切に行う観点から、関係制度や関係機

関との連携強化に向けた通知を発出しています。 
 
○ 地域福祉の推進にあたっては、これらの法改正や通知の趣旨を十分に踏まえ、

地域共生社会の実現に向けて、関係機関、分野との連携を強め、横断的・一体

的に取り組んでいく必要があります。 
 

（県や国における法制度等の主な動きは資料編を参照ください。） 

                                                   
4 成年後見制度：認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分な人の法律行為（財

産管理や契約の締結など）を、家庭裁判所が選任した成年後見人等が本人を代理して行う民法の

制度です。制度の利用には、家庭裁判所に本人、配偶者、四親等内の親族が申立てを行うほか、

身寄りのない人の場合は、市町村長に申立て権が付与されています。 
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【参考】社会福祉法の改正趣旨 

 
平成 29 年 12 月 12 日厚生労働省 
「地域共生社会の実現に向けた地域福祉の推進について」より 

 
第４条１項、２項関係 

支え手側と受け手側にわかれるのではなく、福祉サービスを必要とする地域住民も含め地
域のあらゆる住民が役割を持ち、支え合いながら、自分らしく活躍できる地域共生社会の実現
を目指していく必要があることから、「福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構成
する一員として日常生活を営み、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会」
について「与えられる」ものではなく、「確保される」べきものとして規定を改めている。 

 
地域住民等（地域住民、事業者、福祉活動を行う者）は本人のみならず、その者が属する世

帯全体に着目し、福祉、介護、保健医療に限らない、地域生活課題を把握するとともに、地域
生活課題の解決に資する関係機関と連携して解決を図るよう特に留意する旨を定め、地域福
祉の推進の理念を明確化している。 
 
第５条関係 

福祉サービスを提供するにあたっては、利用者の意向を十分に尊重し、総合的に提供するこ
とができるよう努めることとされているが、その際、それ自体は福祉サービスに当たらない地
域福祉の推進に係る取組との連携にも配慮すべきである旨を明らかにした。 

 
第６条２項、第１０６条の３関係 

地域福祉を推進する上での公的責任を明確にし、地域の力と公的な支援体制とがあいまっ
て、地域生活課題を解決していくための体制整備を行っていく旨を規定。 
 
第１０６条の２関係 

複合化・複雑化した課題を抱える個人や世帯に対する適切な支援・対応を行うため、福祉の
各分野における相談支援を担う事業者が、相談等を通じて、自らが解決に資する支援を行うこ
とが困難な地域生活課題を把握した場合には、適切な支援関係機関につなぐことを、各相談支
援を担う事業者の努力義務とした。 

 
第１０６条の３関係 

「住民に身近な圏域」において、地域住民等が主体的に地域生活課題を把握し解決を試みる
ことができる環境の整備、「住民に身近な圏域」において、地域生活課題に関する相談を包括
的に受け止める体制の整備、多機関の協働による市町村における包括的な相談支援体制の構
築等を通じ、包括的な支援体制を整備していくことを市町村の努力義務とした。 

 
第１０７、１０８条関係 
 市町村地域福祉計画、都道府県地域福祉支援計画の充実について定めている。 

計画の策定について、任意とされていたものを努力義務とするとともに、「地域における高
齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して取り組むべき事項」を
記載する、いわゆる「上位計画」として位置づけている。 

また、定期的に調査、分析及び評価の実施を行い、必要に応じて見直しを行うよう努めるこ
ととされている。 


